
兵庫県教育委員会阪神教育事務所後援名義等の使用許可に関する要領 

 

（趣旨） 

この内規は、教育、学術、文化及びスポーツの振興を目的として実施する事業に対し

て援助奨励するため、兵庫県教育委員会阪神教育事務所の後援名義（以下「後援名義」

という。）の使用許可及び兵庫県教育委員会賞等の授与に関して必要な事項を定めた、昭

和５５年５月１日施行「兵庫県教育委員会後援名義等の使用許可に関する要領」に基づ

き、下記のとおり後援名義の使用許可に関する要領を定める。 

 

記 

 

（後援名義の許可） 

１ 後援名義の使用の許可は、阪神地域（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西

市、三田市、猪名川町）における地方公共団体若しくはこれらに準ずるもの、又は、社

会教育、スポーツ、文化等に関する団体が主催する事業に対して行うものとし、次の項

に該当するものを対象とする。 

（１）教育の目的を阻害するおそれのない堅実な事業であるもの 

（２）その事業の性質又は規模等により勘案して教育効果の認められるもの 

（３）営利を目的とするものでないと認められるもの 

（４）該当事業の申請者は、団体の代表者であり個人でないこと 

（５）参加経費等について 

①原則として参加者の経費負担がないこと 

②経費負担がある場合は参加者の負担が軽微であること 

③後援名義申請時に必ず届け出ること 

④後援事業実施報告時に参加者の経費負担に係る収支決算書を添付すること 

（６）政治活動、宗教活動等にかかわりのないと認められるもの 

（７）団体の組織、責任者及び開催場所が明確であるもの 

 

（許可の変更・取消） 

２ 後援名義使用許可決定後において、申請内容に変更がある場合は、速やかに届け出る

こと。 

また、許可基準に違反する事態が生じた場合は、後援名義の使用を取り消すとともに

当該団体の以後の事業について後援名義の使用許可は行わないものとする。 

 

３ その他留意事項 

（１）申請書、報告書等の提出時期 

①申請書（様式１）は、内容を審査するため、当該事業に関するリーフレット等を配

布する概ね１ヶ月前には当該事務所に提出すること 

②使用許可の回答は、様式２により行うものとする 

③報告書（様式３）は、当該事業の終了後１ヶ月以内に提出すること 

 

４ 附則 

この規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

この規定は、令和６年４月１日から施行する。 


